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ま え が き 

 

本報告書は、当機構が実施した「諸外国のプラットフォームビジネス調査」をとりまとめたもので

ある。 

対象国は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4カ国で、今後拡大が見込まれる「プラットフォ

ームビジネス」を中心に据えて、企業のビジネスモデルの変化やそれに付随する人々の働き方が

どのように変化しているのか、特に個人請負や雇用に類似した自営の働き方などに着目して情報

収集を行った。また、このような働き方をめぐる各国の政府や労働組合等の取り組みなどの現状

把握にも努めた。 

 

本報告書が、プラットフォームビジネスをめぐる労働政策課題の理解を深める一助となれば幸

いである。 

 

2019 年 7 月 

 

独立行政法人 労働政策研究･研修機構 

理事長   樋 口 美 雄    
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